
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療の安全について 

医療安全管理室 

 

当院では、医療事故や院内感染の防止を目指し、院内の

医療安全確保のための活動を組織的に取り組んでいます。 

  

安全に医療が提供されていないと思われたときの相談

にも応じています。 

 

 患者さんから直接意見を聴かせていただくことは、医療

者にとっても非常に有意義なことであり、市民の皆様から

「信頼される医療の」提供に役立つと考えています。 

  

なお、患者さんやご家族が相談により不利益を受けるこ

とがないよう、十分配慮をいたします。ご相談を希望され

る方は、お近くの職員にお声かけください。 

 

 

 

令和 7 年 4 月 

 

 

 

掲示期間 令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで   


